






はじめに 

発達遅滞児の早期療育は今日の妊婦情報管理システム、早期発見のシステムプログラム

(check システムの客観的指標の設定)、発達障害児の早期発見後の事後指導という一連の

母子保健システムの受け血として最も重要な位置づけとなる。O～3～6 ケ月で行われる乳

幼児健診において、先天異常、代謝異常、脳性麻痺などは客観的指標に基づいて早期発見

され、代謝異常は代謝異常の結果起る障害について一例えば'フェニールケトン尿症は食餌

療法など原因療法の開発が、また脳性麻痺はボイタ一法や早期ハビリテーションなどの有

効な早期対策が行われているが、客観的示標のまだ見出されない発達障害については 1才

6ケ月で言語発達の遅れとして行政的、医学的対応が迫られる事がない。またDown 症など

先天異常はその形態的異常や染色体検査などで早期発見はされても適切な治療的対応は確

立されておらず、対症療法にとどまっていた。しかし Down 症は昨今ポーテージ乳幼児教育

プログラムなど次第に超早期療育により早期発見から早期治療の実をあげつつあり、また

視、聴覚の障害についてもその対応により実があげられつつあるが、多くの発達障害はそ

うした具体的な療育の場に乏しく、むしろ早期発見による障害告知が親に不安を与え、か

えって児の情緒的、認知的な発達障害を二次的におこす引き金ともなっている事例をみる。

1 才 6 ケ月児健診のあとでは親が児のこうした発達障害を疑いしかも何んらかの対応を求

め、治療へのモチベーションが高まっており、児の早期療育の確立は急務と考えられる。

しかし 1才 6ケ月児健診では早期療育の必要性を説いても、具体的に対応し得るシステム

は未確立であり、また受け血は皆無に近い。またその診断基準(guide line〕もない。発見

された発達障害児の医学的、社会学的対応についてはその児の状況に応じて多くの対応処

方がメニュー化されて医療ケアや療育プログラムが組まれねばならないにもかかわらず現

状は何もなされていない。そうした障害児の予後を十分に見直して親の不安を除きながら

明日の児の可能性をさししめす一貫性のある保健指導の guide line もなければ、そうした

視点でチームアプロ一テの行い得るようなチームリーダーの養成も十分には行われていな

い。今日、行政や民間の各種療育・訓練機関が出来る限りの努力の中でそうした児に対し

てある役割を果たし実績を積み重ねてはいるが、そのあり方や妥当性、有用性についての



評価は必らずしも十分と言えない。これらは児の親がマスコミ情報によって右往左往する

ことからも明らかであらう。 


